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令和３年２月定例会 県土整備委員会（付託）

令和３年２月26日（金）

〔委員会の概要 危機管理環境部関係〕

岩佐委員長

休憩前に引き続き，委員会を開きます。（10時32分）

これより，危機管理環境部関係の審査を行います。

危機管理環境部関係の付託議案については，さきの委員会において説明を聴取したとこ

ろでありますが，この際，理事者側から追加提出議案について説明を願うとともに，報告

事項があればこれを受けることにいたします。

【追加提出議案】（説明資料（その３））

○ 議案第62号 令和２年度徳島県一般会計補正予算（第11号）

【報告事項】

○ 新型コロナウイルス感染症への対応について（資料１）

○ 高病原性鳥インフルエンザへの対応について（資料２）

○ 新型コロナウイルス感染症に係る危機管理調整費の執行状況（見込み）について

（資料３）

○ 徳島県復興指針に係る事前復興の取組状況について（資料４）

志田危機管理環境部長

今定例会に危機管理環境部から追加提出いたしました案件につきまして，お手元の県土

整備委員会説明資料（その３）により御説明を申し上げます。

資料の１ページを御覧ください。

一般会計についてでございます。

危機管理環境部の２月補正予算案といたしまして，左から３列目補正額欄の最下段に記

載のとおり６億1,448万9,000円の補正をお願いしており，補正後の予算額は，合計で

111億1,561万4,000円となっております。

財源につきましては，財源内訳欄に記載のとおりでございます。

２ページを御覧ください。

課別主要事項説明についてでございます。

危機管理政策課におきまして，表の右側摘要欄にございますように，機構改革等に係る

給与費の補正の合計としまして７億7,000万円余りの増額をお願いしておりまして，防災

総務費の摘要欄の⑤危機事象発生に対する備えとして危機管理調整費の増額なども含めま

して，３ページの最下段左から３列目に記載のとおり合計11億2,845万2,000円の増額をお

願いしております。

４ページを御覧ください。

とくしまゼロ作戦課におきまして，防災総務費の摘要欄②防災対策指導費において，市

町村に対する補助金の精算による減額など，最下段左から３列目に記載のとおり合計で
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3,033万3,000円の減額をお願いしております。

５ページを御覧ください。

消防保安課におきまして，防災総務費の摘要欄②航空消防・防災体制運営費において，

消防防災ヘリコプターの修理による増額など，最下段左から３列目に記載のとおり合計

1,074万6,000円の増額をお願いしております。

６ページを御覧ください。

環境首都課におきまして，環境衛生指導費の摘要欄②一般環境対策費について，国庫補

助や自然エネルギー導入等に対する事業費の所要額の確定による減額など，最下段左から

３列目に記載のとおり合計２億1,746万1,000円の減額をお願いしております。

７ページを御覧ください。

環境指導課におきまして，環境衛生指導費の摘要欄①廃棄物ゼロ社会づくり推進費にお

きまして，事業費や貸付金の所要額の確定による減額など，最下段左から３列目に記載の

とおり合計8,408万8,000円の減額をお願いしております。

８ページを御覧ください。

環境管理課におきまして，公害対策費の摘要欄②一般公害対策費におきまして，貸付金

の所要額の確定による減額など，最下段左から３列目に記載のとおり合計4,263万2,000円

の減額をお願いしております。

９ページを御覧ください。

消費者政策課におきまして，消費者行政推進費の摘要欄②消費者行政推進費について，

市町村に対する補助金の所要額の精査による減額など，最下段左から３列目に記載のとお

り合計4,627万5,000円の減額をお願いしております。

10ページをお開きください。

安全衛生課におきまして，環境衛生指導費の摘要欄②生活衛生指導助成費について，生

活衛生関係営業者に対する給付金の精算による減額など，最下段左から３列目に記載のと

おり合計１億392万円の減額をお願いしております。

11ページを御覧ください。

繰越明許費についてでございます。

追加分といたしまして，新たに御承認をお願いする事業について，翌年度繰越額を記載

しております。

危機管理政策課の危機管理調整費では，危機事象発生に対する備えや，教育委員会にお

きますＧＩＧＡスクール構想に係るパソコン端末の納品遅延のため年度内の執行が困難と

なったことによりまして，18億3,199万2,000円の繰越しをお願いするものであります。

次に，環境首都課の一般環境対策費では，新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けま

して，燃料電池バス導入に係る県補助金の年度内執行が困難となったことから，8,000万

円の繰越しをお願いするものであります。

また，自然公園等施設整備管理指導費について，鳴門公園施設老朽化等対策事業及び剣

山等施設整備事業におきまして，関係者との協議に不測の時間を要したことによりまして

年度内の事業完了が困難となったことから，3,568万2,000円の繰越しをお願いするもので

あります。

次に，安全衛生課の上水道施設整備管理指導費では，小松島市が実施する水道事業の一
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部で関係者との調整などに不測の日時を要したことにより年度内の事業完了が困難となっ

たことから，2,390万円の繰越しをお願いするものであります。

12ページを御覧ください。

変更分といたしまして，先に御承認を頂いた事業について翌年度繰越額の変更を記載し

ております。

とくしまゼロ作戦課の防災対策指導費では，市町が実施する一部の事業で関係者との調

整などに不測の日時を要したことによりまして年度内の事業完了が困難となったことか

ら，繰越しをお願いするものであり，変更分を反映した補正後の金額は最下段右から２列

目の欄に記載のとおり１億3,714万4,000円となっております。

なお，これらの事業につきましては，今後早期の完了に努めてまいります。

今定例会に当部から提出する案件の説明につきましては，以上でございます。

この際４点，御報告いたします。

まず，お手元に御配付の資料１を御覧ください。

新型コロナウイルス感染症への対応についてでございます。

２月12日に国の新型コロナウイルス感染症対策本部会議におきまして，新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法等の改正に伴いまして，国の基本的対処方針が改正されました。

特措法では新たにまん延防止等重点措置の創設でありますとか，施設の使用制限に応じ

ない場合の命令，差別の防止に係る国及び地方公共団体の責務などの規定が追加されたと

ころでございます。

これを受けまして，本県におきましても県対策本部会議を開催しまして，県の対処方針

につきまして国と歩調を合わせて改正することとしました。

また，新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては，接種の実施体制やスケ

ジュール，接種開始に向けた対応状況について確認するとともに，県民の皆様が関心を持

つ情報につきまして，国と協力して分かりやすくタイムリーに情報発信していくこととし

ました。

さらに，県民の皆様へのお願いとしまして，差別的取扱いの禁止や基本的な感染防止対

策の徹底について，改めて協力をお願いいたしました。

なお，資料はございませんが，「新しい生活様式」実装推進事業，飲食店応援金の申請

状況について御報告させていただきます。

昨日，２月25日時点の数字でございますが，まずガイドライン実践店ステッカーの飲食

店の申請店舗数につきましては約4,400件となっております。昨年度から既にステッカー

を掲示していただいているものも含めて，新たに申請いただいた店舗数が約4,400件でご

ざいます。

次に，応援金の申請店舗数ですが，ガイドライン実践店ステッカーの掲示による50万円

の申請については2,428件となっております。それから，事業者版スマートライフ宣言，

いわゆる自主宣言の掲示による10万円の申請については79件でございまして，その両方を

合わせますと合計2,507件の申請を昨日までに頂いております。

なお，ガイドライン実践店ステッカー及び事業者版スマートライフ宣言の掲示期限につ

きましては３月７日となっておりまして，応援金の申請期限につきましてはその２週間後

の３月21日となっております。今後，そういった期限につきまして，新聞広告等を通じま



- 4 -

令和３年２月26日（金） 県土整備委員会（付託）危機管理環境部

して改めて周知等を図ってまいりたいと考えております。

今後とも，感染拡大の防止と社会経済活動の維持の持続的な両立に全力で取り組んでま

いります。

続きまして，資料２を御覧ください。

高病原性鳥インフルエンザへの対応についてでございます。

去る２月８日，美馬市の農場において死亡鶏が増加した旨の通報がありまして，翌日９

日には遺伝子検査により高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることが確認されたこ

とから，同日，危機管理対策本部会議を開催し，殺処分をはじめとする防疫措置の実施や

消毒ポイントの設置などについて確認を行いました。

10日には，農場の消毒を含め全ての防疫措置を完了しており，15日には，遺伝子解析の

結果，高病原性鳥インフルエンザの患畜であることが確定したところでございます。

今後，27日に判明する確認検査の結果が陰性であれば，同日，搬出制限区域を解除し，

その後異常がなければ３月４日に移動制限区域についても解除を行う予定でございます。

続きまして，資料３を御覧ください。

危機管理調整費の執行状況についてでございます。

これまでお認めいただいた内容の執行見込額につきまして，各部局ごとに精査を行った

金額を記載しております。

11月定例会の県土整備委員会で御報告させていただいた以降の追加の案件につきまし

て，御説明させていただきます。

農林水産部の１段目，高病原性鳥インフルエンザ発生を受けた緊急防疫措置について

は，先ほど資料２において御報告させていただいたとおり，県内２例目となります高病原

性鳥インフルエンザの発生を受けまして，発生農場における防疫措置及び消毒ポイントの

設置に係る経費としまして，２億1,600万円を活用させていただいたところでございま

す。

最後に，資料４を御覧ください。

徳島県復興指針に係る事前復興の取組状況についてでございます。

徳島県復興指針につきましては，全庁を挙げて事前復興の推進に取り組んでおります

が，令和元年12月の策定後約１年が経過したために，指針に掲載しました事前復興の取組

733項目において，指針策定後の取組状況，新型コロナウイルス対策の必要性を取りまと

め，去る２月24日，外部有識者で構成される徳島県復興指針推進委員会において報告し，

現在ホームページでも公表しているところでございます。

事前復興の取組状況につきましては，施設整備，システム構築等が48項目，訓練，講習

会・研修等人材育成関係が184項目，計画・マニュアルの策定等が84項目など，県におけ

る施設整備・体制整備から市町村・事業者・県民の皆様を含めた人材育成まで幅広く取り

組んでいることを確認するとともに，新型コロナウイルス対策につきましても，全733項

目のうち25.6パーセントに当たる188項目が何らかの対策が必要と再確認したところであ

ります。

今後とも，災害列島，人口減少，そして新型コロナの三つの国難を打破すべく全庁を挙

げて事前復興の推進に取り組んでまいります。

報告は，以上でございます。
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よろしく御審議賜りますよう，お願いいたします。

岩佐委員長

以上で説明等は終わりました。

これより質疑に入ります。

それでは，質疑をどうぞ。

岡委員

先ほど御説明も頂きました飲食店への応援金について，何点か確認させていただきたい

と思います。

まず，先ほど部長のほうから昨日までの申請状況について報告がありましたけれども，

それ以外でステッカーをくださいという人たちの申請状況と，支払ができましたという

方々の状況をお伺いさせていただきたいと思います。

勝間危機管理環境部次長

ただいま岡委員から，飲食店応援金の今の申請状況等々について御質問を頂いたところ

でございます。

まず，応援金の申請状況につきましては，先ほど部長のほうから御報告させていただい

たとおり昨日現在の数字になりますけれども，ステッカー分，これは50万円の分ですけれ

ども2,428件。それとスマートライフ宣言，これは10万円の分でございますけれども

79件，合わせて2,507件となっております。

あと，50万円の申請の前提となりますステッカー自体の申請状況につきましては，期限

を切らず募集しているところでございますけれども，全体として言いますと，昨日現在の

店舗数が5,879件ございます。そのうち今回の応援金の対象になりそうな飲食店は，内容

について精査が必要ですけれども，約4,400件となっているところでございます。

こういった数値を見てみますと，先ほどの応援金の申請が2,428件でございますが，ス

テッカーの申請が既に4,400件来ていますので，今後は少なくともこの差であります2,000

店舗以上の申請が行われていくのではないかと見込んでいるところでございます。

なお，支払済みの件数でございますが，これも昨日現在でステッカー掲示の50万円の分

につきましては168件，スマートライフ宣言の10万円分につきましては38件，合わせて

206件となっております。ちょっと少なく感じられるかと思いますけれども，応援金の申

請につきまして，先ほど2,500件あると申し上げましたけれども，この半数以上の申請が

先週末から集中的に出てきている状況でございます。

支払には至ってはいないものの，既に中味のチェック等々につきましては順調に進んで

きておりますので，支払件数につきましても近日中には大きく伸びていくというふうに考

えているところでございます。

岡委員

ありがとうございます。確かこの事業が始まる前は，今回の対象である飲食業の中でス

テッカーを貼っているところが600件か700件ぐらいでしたよね。それが事業が始まって１
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か月ぐらいですかね，それで約７倍以上になってきていますので，着実に浸透もしてきて

いるのでしょうし，申請のほうも行われていることだろうと思います。

ただ，一番最初に御説明があった時の対象件数は，大体8,000件ということだったの

で，昨日の２月25日現在で4,400件ですけれど，前の600件か700件も含めて4,400件の方が

ステッカーを持っているということでしたね。

全体の大体50パーセントは超えてきましたけれども，まだ６割に届いていないぐらいの

ステッカーの申請です。最初にこの事業の説明があった時に言いましたけれど，できるだ

け多くの応援金を必要としている店舗に交付できるように，周知徹底してほしいというこ

とは言いましたけれども，更に何かもう一歩踏み込んだような周知徹底があるとか，広報

が必要なのではないのかというふうに感じております。

これまでどのような周知広報を行ってきたのか，改めてお伺いしたいと思います。

勝間危機管理環境部次長

ただいま，飲食店応援金の周知広報につきまして，御質問を頂いたところでございま

す。

実はこの応援金を始めるに当たって，既に専用のホームページを開設してまいりまし

た。

また，相談窓口，コールセンターも開設させていただいているところでございます。こ

の場所も分かりやすいように県のホームページのトップページにバナーを掲げまして，そ

こからホームページなりにアクセスしやすいような形で案内もさせていただいているとこ

ろでございます。

また，新聞での全面広告でありますとか，あるいはテレビ，ケーブルテレビ，さらにラ

ジオのＣＭも順次開始させていただいているところでございます。

また，各部局あるいは市町村の方々にも協力を求めまして，飲食店舗あるいは業界団体

に対して周知していただくために，今回の応援金の制度の概要とか，あるいは申請書類の

様式を一式とした冊子も作成し，配布させていただいておりますし，制度概要のチラシに

つきましても作成し，配布させていただいているところでございます。

ただ，先ほど部長のほうからも申し上げましたとおり，今回の応援金の対象期間あるい

は申請期間というものが徐々に近づいてきているところでございます。スマートライフ宣

言とか実践店スッテカーを掲示していただく対象期間については緊急事態宣言の発令期間

を念頭にしており３月７日まで，申請期間につきましてはそこから２週間ということで３

月21日までということで，もう２月も終わり３月に入ろうとしている中でございますの

で，ここで改めて広報の必要もあるというふうに思っております。この日曜日には，新聞

での全面広告も行いたいと思っているところでございます。

今後とも，申請を締め切るまで積極的に周知広報を行い，委員のほうから応援金を必要

とする店舗に交付できるようというお言葉も頂いておりますので，１件でも多くの店舗で

応援金を活用していただけるよう，しっかりと周知広報に努めてまいりたいと考えている

ところでございます。

岡委員
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ありがとうございました。ホームページの開設とかコールセンターの話もされていまし

たし，新聞広告やテレビ，ケーブルテレビでのＣＭということもしっかりとやっていただ

いていると，申請書類もいろいろ配ったりはしていただいているのでしょうけれども，な

かなか周知していくというのは難しいところがあるな感じております。

恐らく多くの方がこの事業を知ったのは，口コミであったりとかが結構多いような気が

します。人に聞いた人がこんなん知っとるでと言って，周りの店に声を掛けていったとい

う話を聞きます。そういうことも利用しながらですし，今回の事業にはとても間に合わな

いでしょうけれど，ＳＮＳであったりとかもしっかりと活用した手を考えていかなければ

いけないのかなという気がしております。

最後の最後まで今できる方法，ありとあらゆる方法を考えて更なる周知をして，できる

だけステッカーの申請，給付金の申請も含めて数字を上げていける，本当に必要な人たち

が後で知らなかったというようなことができる限りないように，しっかりと周知徹底をお

願いしておきたいと思います。

あと最後なのですけれども，先ほどもお金の申請をしていただいた方というのが，昨日

時点で2,507件。全部が全部50万円ではないでしょうけれど，これだけでもざっと計算し

て13億円になります。確か予算が17億円でしたよね。まだ申請できていない人が大体

2,000件あって，恐らくほとんどが50万円の申請になってくるだろうということなので，

１月補正予算の17億円では当然お金が足りないということになってきます。

事前委員会の時にもちょっとお聞かせいただいた時に，２月補正も検討したいというよ

うなことでしたけれども，検討状況というのはどうなっているか，お伺いさせていただき

たいと思います。

勝間危機管理環境部次長

ただいま岡委員から，今回の応援金における追加補正の検討状況について御質問を頂い

たところでございます。

先ほど申請状況を申し上げましたけれども，現在多くの飲食店の方々に申請を頂いてい

るのですけれども，その申請の中身を見てみますと９割以上の方がいわゆるステッカーを

貼って50万円の申請を頂いている状況でございます。

我々としても実践店ステッカーをしっかりと貼って感染対策をしていただき，こちらの

ほうにもチャレンジしていただきたいところでございました。

我々としては，今現時点で実はこういった申請状況を十分に精査させていただいている

ところでございまして，今委員のほうからも御指摘のありました財源のほうが不足という

ところもございますので，追加予算が必要となりましたら今定例会の会期中に改めて提案

させていただきたいと考えているところでございます。どうかよろしくお願いを申し上げ

ます。

岡委員

ありがとうございます。今定例会中にできれば提案を考えているというようなことで，

精査していただきますけれど，恐らくすぐに追加が必要になるかなというような気がして

おります。
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また，締切りが段々近づいてきますと，恐らくばたばたと駆け込みでステッカーの申請

やお金の申請が増えてくると思いますので，相談体制も非常に大変になってくると思うの

ですけれども，そこはできる限り丁寧にしっかりと対応していただきたいとお願いしてお

きたいと思います。

ステッカーの取りまとめをしているところも，個人で作られているところもあるし，今

まで業務がそこまで多くなかったところに，このステッカーの申請が殺到しているという

ような話も聞いておりますので，そういう方々への支援もしっかりとやっていただきた

い。このことも強くお願いしておきたいと思います。

飲食店の方々はやり玉みたいに挙げられていますので，今そういう方々が感染防止対策

をほとんどの店でしっかりとやっていただいていると思います。ただ，前はステッカーは

団体だけと言われていましたので，持っていなかっただけでしっかりとやっていただいて

いると思います。先ほども言いましたけれども，できるだけ多くの本当に困っているそう

いう方々を助けるために，ちょっとでも足しにしていただくためにも応援金の活用がしっ

かりとできるように取組を続けていただきたいと思います。これからもしっかりと頑張っ

てくださいということを要望して終わりたいと思います。

岩佐委員長

午食のため休憩いたします。（11時58分）

岩佐委員長

休憩前に引き続き，委員会を再開いたします。（13時02分）

それでは質疑をどうぞ。

元木委員

この度の本会議におきましても，飯泉知事をはじめ理事者の方々から，グリーン社会そ

してデジタル社会に向けた対応をしっかりやっていくといったお話がございました。

アフターコロナの時代を見据えまして，県として脱炭素社会に向けて，また新しい生活

様式に対応した取組が行われていく中で，省エネルギー・低コスト型の家屋やビル建設の

普及拡大といったことが大きな課題となっておると感じているところでございます。

コロナ禍において，県民の方々も家で過ごすことが大変増えているような状況が見受け

られます。そういう中で，災害への一層の対策も求められていると感じております。

家計の負担の面で見ましても，デジタル社会への移行が進む中で，一般家庭や事業所に

おいても光熱水費に占める電力料金の負担率が高まっておるんじゃないかなという心配も

あるわけでございまして，今後もこういったことへの対策が求められていくんじゃないか

と思っております。

そういう中で，この省エネルギー・低コスト型への家屋やビル建設の普及拡大に，県と

してどのように取り組んでいくのか，お伺いさせていただきます。

熊尾環境首都課長

ただいま元木委員のほうから，住宅における省エネルギーの取組について御質問を頂い
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たところでございます。

本県では，脱炭素社会の実現に向け，徳島県気候変動対策推進計画（緩和編）の中間目

標でございます温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比で50パーセント削減するとい

う目標に向けて，取組を加速させているところでございます。

これらを具現化していくためには，更なる自然エネルギーの普及促進に加えまして，特

にエネルギー消費の増加が著しい民生部門における対策が急務であると考えてございま

す。

そこで，ゼロカーボンシティ推進事業補助金といたしまして，平時は温室効果ガスの排

出削減を実現する，また災害発生時においては，ウイズコロナ，アフターコロナ下での分

散型避難を念頭においた蓄電システムや燃料電池を備えましたレジリエンス機能の高い

ネット・ゼロエネルギー・ハウスでございますけれどもＺＥＨ，またこれのビル版でござ

いますＺＥＢの設備導入に対する支援として，国の補助金に上乗せする形で経費の補助を

行っておるところでございます。

元木委員

ＺＥＨやＺＥＢ等に力を入れていただくということでございました。

御承知のとおり，近年のコロナ禍というのは，特に福祉の分野にも大きな影響を及ぼし

ておりまして，所得格差の拡大ですとか，困窮世帯がますます困窮になっているというよ

うなお話もございます。

そういう中で，少しでも家計への負担を低減させるという意味におきまして，この事業

というのは大きな可能性を秘めておるんじゃないかなと感じておるところでございます。

是非そういった家計に対する負担低減，こういった視点を忘れることなくこのＺＥＨ，

ＺＥＢの事業を進めていただいて，少しでも多くの県民の方々がこの事業のメリットを受

けられるように工夫を施していただきたいということを要望させていただきたいと思いま

す。

続きまして，廃棄物の不法投棄対策等について，少しお伺いさせていただきたいと思い

ます。

御承知のとおり，本県は山や川，そして海といった豊富な自然資源に囲まれておる県で

ございまして，これが本県の大きな魅力の一つではないのかなと感じております。

一方におきまして，こういった地域を歩いておりますと，たくさんのペットボトルや空

き缶，瓶，家電ごみといったごみがどこに行っても目に付くような状況があるんじゃない

かなと思っております。

経済が活性化していく中でごみの量も増えて，一部の方と思われますけれども，ごみの

不法投棄というのは後を断たないというのが現状で，この対策というのがこれからのグ

リーン社会の実現に向けては大きなテーマの一つではないかなと感じておるところでござ

います。

捨てられる場所が公有地であれば公が取り組んでいきやすい面もあるのですけれども，

民有地でありますと，土地の所有者の方にある程度やっていただかねばならないのですけ

れども，その所有者の方はもう県外に出ておられたり，様々な事情でそういったごみの対

応ができていないという箇所もあるんじゃないかなと感じております。自動車で走ってい
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るとなかなか見えない場所に，歩いて探索してみるとたくさんのごみが集中して投棄をさ

れておると。

この光景を見ておりますと，土壌成分に影響を及ぼしたり，我々が利用している飲み水

等にも影響してくる部分もあるんじゃないかなということも危惧しているわけでございま

す。

そういう中で，県として市町村など関係機関との連携の下，ごみのポイ捨てや投棄対策

により積極的に取り組んでいくべきではないかと考えますが，御所見をお伺いさせていた

だきます。

杉山環境指導課長

ただいま元木委員から，不法投棄対策について御質問を頂きました。

不法投棄の傾向といたしまして，大規模な産業廃棄物の投棄は減少しておりますが，夜

間や早朝，山間部や河川敷など人目に付きにくい時間帯や場所における家庭ごみや廃家電

製品など一般廃棄物の小規模な不法投棄，特にペットボトルとか空き缶などのポイ捨て

は，様々な対策にもかかわらず残念ながら後を絶たないのが現実でございます。

不法投棄の撲滅に向けては，委員御提案のとおり，県や市町村など行政による監視体制

の強化に加えて，県民の皆様の協力を得ながら官民が一体となって取り組むことが重要で

あると考えております。

このため，県では行政による直接監視といたしまして，環境衛生監視員による排出事業

者や産業廃棄物処理業者の事業所等への立入調査や巡回監視，それから不法投棄監視パト

ロールを明示した監視車両による昼夜を通したパトロールの実施，それから監視カメラに

よる不法投棄多発箇所の重点監視，連休中における休日パトロールの実施などを行ってお

ります。

また，県民を挙げての取組といたしまして，県民ボランティアであります徳島県不法投

棄等撲滅啓発リーダーの方々の協力による日常生活圏内の監視活動や啓発活動，それから

不法投棄通報協定を締結している民間企業等の協力による夜間早朝山間部等における監視

活動。四国八十八ヶ所遍路道の周辺道路において，地元住民や市町村産業廃棄物処理業会

の団体と共に清掃活動を通じた啓発活動を行う徳島エコサポート事業などを行っていると

ころでございます。

今後とも，捨て得は許さないという頑固たる決意の下，一般的廃棄物処理の統括的責任

を有する市町村や関係機関との連携を密にし，地道な活動を着実に重ねるとともに，悪質

な事案には厳正に対処していくということで，安易に不法投棄ができない環境づくりに取

り組んでまいりたいと考えております。

元木委員

是非一般の県民の方々に対する啓発をこれまで以上に強化していただきまして，ユート

ピアといいますか，本当に美しい自然を少しでも次世代に残していただけるような取組を

進めていただきたい。

そして，悪質な方につきましては，やはり罰則の強化も視野に入れながら，その罰則を

しっかりと見える形にしていただいて，こういうことをしたらこういう罰則があるんだよ
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ということを分かりやすい形で看板なりネットなりで広報し，充実強化していただきたい

と思う次第でございます。

そのためにも，既存の団体でありますとくしま環境県民会議との連携ですとか，あるい

は県がこれまで長きにわたって取り組んでいただいておられますアドプトプログラム，こ

ういった今ある制度を充実，発展させるような方向で議論も重ねていただいて，より実効

性のあるような環境施策につなげていただけますよう要望させていただきます。

梶原副委員長

最後なので３点ほどお聞かせいただきたいと思います。

先日，福島，宮城で震度６の地震がありまして，テレビを見ていますと，避難所の体育

館にファミリータイプと書かれたテントがずらっと設置されておりまして，そこの行政の

担当者がインタビューを受けていまして，東日本大震災の経験が生かされて今回１時間ぐ

らいで数多くのテントの設置ができたという話もございました。

テレビで実際に体育館の中にテントが開設されている風景を見ますと，感染症対策とプ

ライバシーを守るという点では，テントとかパーティションというのは本当に大事だなと

いうことを改めて感じたのですけれども，今県内の市町村のこうしたテントとかパーティ

ションの準備状況を大まかでいいので教えていただきたいと思います。

細岡とくしまゼロ作戦課防災連携担当室長

ただいま副委員長のほうから，先日の福島，宮城の地震におきまして，避難所における

感染症対策が取られていたというところで，県内の状況ということでございます。

本県の市町村におきましては，感染防止に必要な物資，資機材の整備をはじめ避難所に

おける新型コロナウイルス感染症対策につきまして，県の補助金や新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして積極的に取り組んでいるところでござい

ます。

これまでに全ての市町村におきまして，地域の実情に応じてパーティションやテント，

間仕切り付きの段ボールベッドなどの資機材の備蓄を順次進めているところでございま

す。

梶原副委員長

市町村も予算の限りがあって，まだまだ十分に準備ができていない所もあると思います

ので，県としてもしっかりバックアップしていただいて，資機材にしてもいろんな種類と

かグレードがありますので，その辺をしっかりと市町村のバックアップができる体制を県

のほうで組んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それともう１点，避難所のほうなのですが，ペットとの同行避難について伺いたいと思

うのですけれども，２月22日の徳島新聞にペットの同行避難についての記事が出ておりま

した。

今回，環境省のほうでペットの同行避難についての新たなチェックリストを，こんなの

今までできていなかったのかなと不思議に思ったのですが，こういうのを作成して都道府

県に通知するという記事がございました。
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このチェックリストは，ペットの受入れが避難所で可能か不可かの情報を公開している

かとか，あと受入れ不可の避難所に飼い主とペットが来た場合の対応を考えているかと

か，また避難所でペットが過ごす場所を用意しているかとか，そういう具体的なチェック

リストなのですけれども，なかなかこのペットの同行避難については，熊本地震の時も

ペットを同行して連れて行った方が断られたり，結局車中泊になったり，東日本大震災で

は家で飼っていたペットが逃げ出して山の中に入って自治体が対応に苦慮したとか，環境

省がガイドラインを今まで作っていたみたいなのですが，なかなかうまく現場で機能して

いないという実態がございます。

今回のこの環境省の通知も何かこう目新しい感じはしないのですが，これを受けて今後

県としてはどのような対応を取るのか，教えていただきたいと思います。

中村動物愛護管理センター所長

ただいま梶原副委員長から，ペット同行避難に関する御質問を頂きました。

飼い主とペットが避難所まで一緒に逃げる同行避難を巡っては，現場で十分な対応がな

されず他の被災者とトラブルになることもよくあることでございます。

徳島県では，災害時の課題といたしまして，ペットの対策に関し，平成24年９月に大規

模災害発生時の行政，地域，関係団体，ボランティアなどの取組としまして，災害時の

ペット対策ガイドラインを国よりも早く取りまとめたところでございます。

平成29年11月には，環境省との共催によりまして，全国で初めてとなる災害時のペット

救護における広域連携モデルの図上訓練をさせていただきまして，市町村はじめ隣県の関

係団体にも参加していただきまして，ペット対策に係る課題の抽出と検討を行い，環境省

のガイドラインに反映させてきたところでもございます。

また，市町村のペット対策の推進のため，毎年開催しております動物愛護実務者会議と

いうものがございまして，防災担当にも参加していただきまして，災害時の課題について

協議を行っているところでございます。

その会議の中での調べなのですけれども，令和２年３月時点で市町村におけるペット対

策に関しまして，地域防災計画に記載のある市町村は23市町村，また避難所運営マニュア

ルに記載のある市町村については18市町村となっておりまして，年々普及拡大している状

況ではございます。

一方，飼い主に対する啓発といたしましては，先日も徳島新聞の情報とくしまにおきま

して，災害時に備えてということで，当センターからお知らせを発したところでございま

す。

飼い主の日頃の準備といたしまして，しつけや健康管理，また飼い主明示といたしまし

て狂犬病鑑札，迷子札など啓発をその場で行っているところでございます。

今後におきましても，そういった飼い主に対する啓発であるとか，市町村やボランティ

アとの合同研修の開催などを通じまして，市町村におけるペット対策がより具体的，実効

性があるものとなるようにしっかり連携してまいりたいと考えておるところでございま

す。

梶原副委員長
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今お答えいただいたのですが，市町村との協議会が令和２年に行われているということ

なのですが，この県のガイドラインも平成24年ということで大分日もたっていますので，

その協議会の検討結果を踏まえて，これもまた作り直したほうがいいのではないかなと思

います。

この５ページにも，避難所への受入れについては，この避難所運営会議などで対応を検

討しますと，これしか書いていませんので，実際ペットを飼われている方が知りたいの

は，その避難所が例えば富田中学校だったら富田中学校がペットの受入れは可能かどうか

という，その情報を事前に知りたいということでございます。

私が考えるのは，ペットの受入れ可能な避難所については事前に登録しておくと，そう

したらいざという時に，受入れがスムーズになるのではないかなと思いますけれども，そ

ういう点についてはどのようなお考えですか。

中村動物愛護管理センター所長

先ほど副委員長のほうから，今回の環境省において予定されているチェックリストの内

容につきまして御説明を頂いたところなのですけれども，この部分につきまして，ペット

の受入れ可能であるとか不可の避難所の公開をしているかという部分であるとか，ペット

が過ごす場所を用意しているか，また獣医師会や動物愛護団体と連携しているかといった

項目が設けられる予定と聞いております。

災害時におけるペット対策につきましては，飼い主の事情が基本でございます。現状，

どこがペット可能な避難所であるかという，委員おっしゃるように明らかでない市町村も

ございます。継続して市町村と連携しながら取り組む必要があると考えているところでご

ざいます。

また，委員御提案の事前登録につきましては，犬は狂犬病の予防法に基づく登録などが

ございます。各市町村において，管理がなされるところでございます。このようなものを

有効活用できれば役に立つのではないかというふうにも考えているところでございます。

今回，環境省から予定されている通知を参考に，まず現在ある徳島県の災害時のペット

対策ガイドライン，先ほど委員からおっしゃっていただいたところなのですけれども，こ

のあたりを改定させていただきながら，平時からの対策というのをしっかりとやっていこ

うと考えておるところでございます。

梶原副委員長

ペットが苦手な方もおられるので，なかなか本当に難しい問題かと思うのですけれど

も，なるべく実効性のあるように今後進めていただきたいと思います。

最後にもう１点お聞きしたいのですが，自転車の損害賠償保険の加入についてでありま

す。

今回，この徳島県自転車安全適正利用推進計画ということで，令和３年度から令和７年

度までの５年間の計画が発表されております。

私も自転車はよく使いますので，これを見させていただくと，県内の自転車事故につい

ては平成23年の896件から444件とほぼ半減しておりまして，様々な交通安全対策の成果が

出ているのではないかなと思っております。
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ただ，交通事故の死者数を見ると，徳島県の自転車事故での死亡者が毎年全体の20パー

セントぐらい。全国平均が13パーセントですので，自転車事故で亡くなられている方が非

常に多いということであります。

それと今，全国的に多いのが自転車と歩行者がぶつかる事故です。１例として，兵庫県

で2008年に小学生の子供と歩行中の女性が衝突して，女性は意識不明の重体になって小学

生の御両親に約9,500万円の賠償命令が出たということです。その時に，その小学生は自

転車の損害賠償保険に入っていなかったので，その御両親は自己破産されたという本当に

悲惨な事故があったようでして，それ以降，全国でも１億円に近い損害賠償を求められる

というケースが相次いで起こっているようであります。

兵庫県においては，この小学生の事故を契機に，自転車保険への加入を義務付ける条例

を制定しました。今回策定された徳島県自転車安全適正利用推進計画を見ますと，この自

転車保険の加入については，加入するよう努めますという努力義務になっております。今

現在22都道府県と10政令市が，加入を義務付けるという条例を制定しております。

この保険というのは980円ぐらいから入れるみたいですので，いざという時に非常に大

事な保険だと思いますので，徳島県も今後は是非義務化を進めていってはどうかと思うの

ですが，その辺の御見解をお尋ねしたいと思います。

島消費者政策課くらし安全担当室長

ただいま梶原副委員長から，自転車安全適正利用推進計画における利用者の損害賠償保

険加入の義務化について，御質問を頂戴したところでございます。

委員おっしゃいますように，自転車につきましては，誰もが気軽に利用できる便利な交

通用具であるとともに，ただ一度事故が起こった場合，その自転車の運転者自身や加害者

側になった場合に，相手側に大けがを負わせてしまうという可能性があり，中には死亡さ

せてしまうというケースも多々あります。

先ほど委員もおっしゃいましたとおり，ここ数年高額な損害賠償事例というのが増えて

いるという現状がございます。

事例として，委員がおっしゃった小学生が歩行中の女性と正面衝突して重い後遺障害が

残り約9,500万円，１億円に近い賠償責任がその監督義務を問われた親権者に求められた

というものでありますとか，あと高額な事例でいいますと，高校生が自転車同士での衝突

事故とかで9,000万円を超える損害賠償事例，そういった1,000万円を超えるものが多々あ

る状況でございます。

自転車の利用者に対する損害賠償保険への加入というのが進めば，そういった被害者の

救済を図るという点でも利用者の責務として大変有効なものであるということは県として

も認識しておるところでございます。

本県におきましては，先ほど委員もおっしゃいましたとおり，平成28年に制定をされま

した自転車の安全で適正な利用に関する条例におきまして，利用者の損害賠償保険等への

加入を努力義務ということで制定させていただいているところでございます。

先ほど委員からも御紹介いただきましたが，この令和２年12月末時点で，全国で29都道

府県が条例を制定されておる中で，義務化しているのが19都道府県あるということになっ

ております。そして，そのうち努力義務としておるのが，本県を含めて10県というふうに
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なっておる状況でございます。

保険の加入率についての状況というところを御説明させていただきますと，各保険会社

においては，保険の加入状況というのが公表していない部分もたくさんありますので，全

県的な状況を把握することはできないのですけれども，ただ参考といたしまして，例えば

民間の損害保険会社が令和元年，令和２年の２回にわたりまして，全国の自転車利用者約

２万人に対しまして，自転車保険の加入の有無についてインターネットによるアンケート

調査を実施したものがございます。

それを参考に申し上げますと，本県の平均加入率というのが57.2パーセントとなってお

りまして，ちなみに全国平均加入率は56.6パーセント，保険加入を義務化している地域で

の平均加入率というのは65パーセント，義務化をしていない地域の平均加入率というのが

49.7パーセントと半分を割るというような状況にその結果はなっておるところでございま

す。

その調査によりますと，徳島県といたしましては半分を超えている57.2パーセントとい

うものもありますし，また教育委員会によりますと，ほとんどの県立高等学校におきまし

ては，本県では学校単位で全校生徒について賠償責任補償制度に加入しておるそうでござ

います。ですので，その補償制度に加入しておることで，自転車による事故の損害につい

ても対象となっているということでお聞きしている状況でございます。

今後の取組といたしまして，本県としましては，まずは県民の皆様に保険の加入の促進

について広報啓発を進めていきたいと思っております。

具体的な内容といたしましては，先ほども申し上げましたような自転車事故による損害

賠償事例の現状，こういった高額な賠償事例というのが出ているというようなところをき

ちんと啓発資材のほうに書き込みまして，自転車を利用する者の責務としてその自転車自

体は車両であるという認識を持っていただく，そして保険に入るということは，利用者本

人の財政的負担の軽減だけでなく被害者への救済という部分も大いに意義としてあるとい

う認識をきちんと持っていただきたいと考えております。

そういったチラシなどの啓発資料をホームページに掲載して，広く県民の皆様に知って

いただくほか，自転車の販売店等に協力を頂きまして，例えば購入時に保険加入について

お声掛けを頂くようなことも取組として進めていきたいと考えております。

また，自転車の被害に遭われる，自転車でけがをされるというのは，やはり全体の割合

からいいまして中高生が多い状況となっております。

先ほど高校生につきましては，ほとんどの方が事故に遭ったときに損害賠償の補償制度

には入っているということでありますので，例えば中学生に向けましては，保護者の方に

損害賠償保険の必要性が分かるような，届くような形で啓発していきたいと考えておると

ころでございます。

また，自転車の損害賠償保険につきましては，自動車の任意保険であるとか，火災保険

であるとか，クレジットカードの特約に付いている場合でありますとか，あとＰＴＡなど

の団体保険であるとか，共済関係の保険，点検整備を行ったときに１年間だけ損害賠償保

険が付いているようなＴＳマークというものに加入していただくというふうなものもござ

いまして，多種多様な形で損害賠償の制度に加入できるような仕組みとなっておりますの

で，そういったことも県民の皆様に周知させていただくほか，実際御自身の知らぬ間に特
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約を付けることで加入している状況というのもあるので，そういったこともきちんと認識

していただけるような資料なども啓発として行っていきたいと考えております。

県といたしましても，自転車の利用につきましては，健康志向でありますとか環境問題

への配慮などから，今後も利用度が高まってくると考えておりますので，毎年４月，５月

に自転車の交通安全運動月間を設けておりまして，それ以外にもマナーアップ月間など交

通安全キャンペーンを通じまして，交通ルールの周知，自転車の損害保険の加入，ヘル

メットの着用や点検整備の実施などについて，警察本部や関係団体と連携を図り協力しな

がら広く呼び掛けてまいりたいと考えておるところでございます。

梶原副委員長

分かりました。今お聞きしたように様々な救済の手段もあるみたいですけれども，国土

交通省のほうも，条例制定による加入促進の効果は表れているのでより多くの自治体に条

例で義務化してもらいたいという見解も出しております。

最近特に思うのですけれども，高校生は損害賠償保険を全校的に入られているというこ

とで安心したのですけれども，最近はクロスバイクとかロードバイクといったスピードが

出る自転車に乗られている方が非常に多いですので，より危険性が増してきたかなという

ふうに考えております。

自転車王国とくしまということをうたわれておりますけれども，いざこういう事故が起

こったときに，こういう手を打つことこそ大事なことではないかなと思いますので，より

一層の普及に取り組んでいただくようお願いいたしまして終わります。

岩佐委員長

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と言う者あり）

それでは，これをもって質疑を終わります。

これより採決に入ります。

お諮りいたします。

危機管理環境部関係の付託議案は，これを原案のとおり可決すべきものと決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

御異議なしと認めます。

よって危機管理環境部関係の付託議案は，原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。

【議案の審査結果】

原案のとおり可決すべきもの（簡易採決）

議案第１号，議案第４号，議案第28号，議案第29号，議案第30号，議案第31号，

議案第32号，議案第33号，議案第62号

以上で，危機管理環境部関係の審査を終わります。
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本年度最終の委員会でございますので，一言御挨拶を申し上げます。

志田危機管理環境部長をはじめ理事者各位におかれましては，常に真摯な態度をもって

審査に御協力いただき深く感謝の意を表する次第でございます。

この１年間は，新型コロナウイルス感染症の拡大の対応であったり，秋以降は鳥インフ

ルエンザの発生ということもあって，危機管理環境部の皆様にとりましては大変御苦労の

あった年であったかと思います。

皆様の迅速で適切な対応によりまして，特に新型コロナウイルス感染症に関しては，全

国でも患者の発生が少なく抑えられているものと思っております。改めて，皆様のお仕事

に感謝を申し上げたいと思っております。

また，引き続き感染予防への対策や取組であったり，周知の徹底をよろしくお願いいた

します。

この１年は大きな災害がない年でありましたが，感染症という新たな課題が加わった中

で，いつ起こるか分からない災害への備えというものをしっかりと進めていただきたいと

思っております。

また，消費者行政であったり環境対策など，当部に関しては内容が多岐にわたっている

わけですが，安全で安心な県民生活の基盤になる大切な部局であると思っておりますの

で，その取組を更に進めていただきたいと要望させていただきます。

また，その過程におきまして，委員の皆様から頂きました意見であったり要望というも

のを十分尊重され，今後の施策に反映されますよう，強く要望させていただきます。

まだまだ新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない状況でありますが，その中でま

だまだ気が抜けない状況でございます。

皆様には，引き続き感染予防をして，自身がかからないこと，そして健康管理をしてい

ただきまして，今後とも県勢発展のため御活躍いただきますよう祈念いたしまして，私の

挨拶とさせていただきます。

１年間，どうもありがとうございました。

志田危機管理環境部長

一言お礼を申し上げたいと思います。

岩佐委員長，梶原副委員長をはじめ委員の皆様方には，この１年間，各般にわたり御指

導，また様々な御提言を頂きまして，本当にありがとうございました。

委員長のお話にありましたように，この１年間，４月当初から新型コロナウイルス感染

症対策に追われまして，今もそれが続いている状況でございます。

そうした中で，当委員会の皆様には，危機管理調整費につきまして例年以上に柔軟な活

用をお認めいただきまして，そのおかげでいろんな対策を機動的に打ち出せた面もあるか

なと思っております。改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。

当部におきましては，新型コロナウイルス感染症対策に限らず，南海トラフ巨大地震の

備えや豪雨対応をはじめとする災害対応力の強化，それから消費者行政の面では，デジタ

ル社会を進展させる中で，消費者庁と連携して，今の政策を更に高い次元へと持っていく

ことが求められております。さらに，環境面では，世界的な気候変動の中で，脱炭素，自

然エネルギーの最大限の導入，廃棄物の処理対策の充実などいろんな課題が山積している
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ところでございます。

そういう中でございますが，職員で知恵を出したり，工夫をしながら，対策を着実に前

進させてまいりたいと考えておりますので，今後とも委員の皆様方，また県議会の御指

導，アドバイスを賜りますようお願い申し上げまして，簡単ではございますが，お礼の言

葉とさせていただきます。

どうもありがとうございました。

岩佐委員長

これをもって，本日の県土整備委員会を閉会いたします。（13時43分）


